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参考

○設置を検討する場合

1）民地境界内の塀や垣根などにより見通しが悪い場合

2）道路が屈折し見通しが悪い場合

- 参1 -



参考

3）カーブで見通しが悪い場合

4）内側にカーブをしており見通しが悪い場合  
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参考

○設置しない場合

1）空き地などにより見通しが確保される場合

2）所有者による管理がされておらず、草の繁茂等で見通しが悪い場合

3）隅切りが設置されている場合

空地等

空地等
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参考

4）歩道が設置されている場合

5）直近車線の見通しが良く、徐行しながら交差点に進入し反対車線を

   目視で確認できる場合

歩道 歩道
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参考

6）車の駐車など可動物が原因で見通しが悪い場合

7）外側にカーブをしており見通しが確保されている場合
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参考

8）行き止まり道路等の袋状道路で利用者が限定される場合
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設置までのフロー

必要性なし 必要性あり

必要性あり 必要性なし

　設置方法

得られない 得られない

得られた 得られた

共架可能 共架不可

再検討

市民からの要望

自治会⾧が判断

設置しない 維持課事前協議

事前調査・検討

設置しない

電柱共架式 建柱式

申請者により地権者同意を得る

自治会⾧名で要望書の提出

設置電柱所有者へ

共架申請

設置しない 設置しない

設置 設置しない
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